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メンヲルヘルス対策

，メンタルヘルス対策について、安全衛生餐員会等での闘査審揺

》メンタルヘルス対策に関する問題点を解決するための計画の策定と実錨

》メンタルヘルス対策の実務を行う担当者の選任

》メンタJCヘルス対策に関する労働者への教育研修憎領提供

》メンタJCヘルス対策に関する管理監督者への教育研修情報鍵倹

》メンタJCヘルス対策に関する事業所内の産業保健スタッフへの教育研修・情報提供

》胆場環療等の評価且び改善(ストレスチェック後の集団[師、盟など)ごと¢分析を
吉む)

》健康診断後の保睡指導におけるメンタルヘルス対策の実1l>

》労働者のストレスの吠;耳怠どについて調査震を用いて圃董(ストレスチヱツク}

》蔵樋復帰における主撞(職織哩帰支盟プログラムの策定を含む)

》メンタルヘルス対策に関する事業所内での相談体制の整備

》地増産業保健センタ (地埠窓口}を活用したメンタIしヘルス対策の実施

，産業保健総合支揖包ンタ を活用したメンタルヘルス対策の実施

》医療機関を活用したメンタルヘルス対策の実1l>他の外語珊閣を活用したメンタルヘ
JCス対策の実施
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a-

実施状況から見える課題 2 
より~くの労阻害が呈後宮ることで、臨揖のストレヌ聾因をより詳細に杷蝿し、
闘蝿理境国替を行うことが司能となるが‘畳峻レ尼労働者の副古力電車i'iJ8劃在紐

える事業掴立77.5%
呈横書に占的る局ストレス置の割合は、入学の事相理で5-20%

高ストレス害のうち、面l量指導在申出の割合は5%未満という穆業蝿が事い

匡師による薗}奮を4剖する乙と目、事業吉に高ヱtレ:<.，であることを明らηリご
することとなる疋め、画!量指甥をsaEま在い坦炉円ち多いと替えられる

-ストレスh ヲタの"・・

関係している法例等

m・安全筒笠撞
億六+~長<D+ (t，・"".慢のlVati:Q曹る~厳刻現実直署〉

"働安全爾ヨ正規則.-Il0)0 ~鴨~・Eの担..陪..，~I!.t田健室.
闘に肌 《帽岡山叩山町四・め四月掛
・.. ニ.肘 ("_0'1111'・-・〉
…肘ー 〈帥峰山町・・3

・li+::・の+=嗣酬の酬》
制+二時三 《叩咽m ・・3

...二蜘 +困 '"酬棚網ご帥 酬 .，

...ニ制問団幡酬の咽日開闘の肘》

..に蜘刊 【闘酬の費削帥》
闘に..時価制四 時 間 附
旧日蜘制 《酬刷酬の配剛山
'‘li+::_d)-+九 《樋 山崎 町、て叫，，5o<Il."'.駒
田+二蜘 二+ ，酬の 削
.:6+::嗣 二+ー峨..u・開制剛・.，

-・・掴祖・..し~.曹の割合

。理的芯鎗留の程度を鱈.n疋@の後直及びd面纏割s・の婁蝿姐びに薗慢燭.絶震に婁づき...笥"踊
すべき楢置に関する銅剣，.. 竃"Q負担の程度を犯n るだめの僕...指針〉
il<iE '"幌ヨコ年8月228 tI理的@鍋盟問樫鹿を把.~る疋@の・・・指針"3号
-・Eに ー メンタルヘルス栂針

一改正治1動安全衛生法l仁基づくストレスチェック制度

一
:qIljX;27年12月から開始

ストレスチェック制度の関係溶令等に闘してs下配リンクを@照

hNrrc::.: 1八~"昔、"^' Iln inj.;:tf/~k， lnil<ol IiIAJho… /吋 1R1 

畠盆J:Il凶
hHn.::::1八~"哨叶，^， ...n in /~羽 Jn=h"， ... 台、岨 J悩 j，，n/<>n7町市議S創 12/in

曲山皿l

ぐ 第六十六条の手岨的な負担の程度を氾躍するた訟の様査等

1 --._習志季、医師事Cよるゆ面的，.鈴田町程度を氾IUるI!めの後竃〈ストレステzック〉を行う

2 ・a民軍長率、医師著からストレスチzックの泊費慢が逼知されるようにすること
労働曹の伺患なじに縮製を・.. 隆管に鍵旬隠して隠Zまらない

3 

， ，院銀事" 薗擁娼・の・6寮筆記録する

5 ..沓"こι酒岨“こ関レて医関"".闘を胞〈
6 ....笥隊医院の慮"を齢寮しそι脳裏があると腿回るとき隠.当蛾労働者の問調を笥aして、紙

議蝿所の産恩作療の鉱風喝飽絡調の短調弘沼夜'舵圃阪の減少苓の楢置を踊するほか.医師の竃
貝の衡笠9委員会奮し〈隠安全衡盆隻員会ヌ隠省側同時間事償却l!iN!II~震興会への・."その惜の適切な陥置
を踊じる

7 周，主魁働大臣aω.な箔針を俗型建
8 厚生野働火匡眠、絹針をm慢した'"8において必援があると!elのるとき俗、夢業富叉依その@侮にm

し、当麟指針C闘""'.な褐"'"を行うことができる

9 園"...型的な負担の程度が労・皆の宙望康の俣符に及lまnl・に闘す6医師警に対.-る研修を実鏑.-
Qょう努める
ストレスチェック俄益の磁JHHlJ悶する安掴省に"する億康悶臓の賓館その他の当級笥働省の健康の
保錆噂還を園Qζとを促這，る定民的猶・を踊ずるよう努めるSのと，る

附鯛.. 

《叩同町.III':."~I:!叩"叩帥聞》

四 '….肘陪一+世叫三瑚醐
η叩岨岨』とa…ち向叩 r叩符日印うH山よ品う叫 叩η叩刷と叫，叫& 



実施日事期に閲レて

規則第五十三条の九 一一一一ー

修業者!草常時慣用する暗闇百に珂し、Eこ等以内ごとこ一時宿開u次
に掲げる事項について活第六+六条の+二項til捷す事芯極的証負担の
樫置を把握する~，白の憧壷 {以下この節において「緩壷」という. )在行
杓な11ればならない

ヱトレスチ工ツク及ひー般定則健麿診断の自覚症状及び他覚症状の有

無の績査(以下 「閉伊J)を岡崎に実肝する」とができるが、以下に

留憲〈メンタルヘルス指針より)

ストレスチ工ツヴ白調査票及び健康診断の問診票を区別する等、労働者が受

惨・受検媛務の有無及び結果の取鍛いがそれぞれ異怠ることを蛇誌できるよう

必要な指置を講じな吋ればならない

倒 ストレスチエッヲの調壷頒と定剛健康~断白問n旗1<1副議とするなど

倒 ICT~置用する蝿台、一連の股閣であっても ストレスチエッヲにか
かる剖泊と一世定剛健康移断に係る部分の区別吾明らかにする

‘4 
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l町

ストレスチェック及び一般定期健康診断の自覚
症状及び他覚症状の育無の検査との関係
一般種目贋It断で"'11両面の聞惨を行うことは司能

(畢本的な老え市)

ー 館建嗣餓康障断由自他貧症状の有無の倹蛮 【いわゆる医師による『問轄J)目
安ヲ働者白身体症状のみならす.宿御面白書置状も岡田に移ることにより、総合的I~"，
易自健康白状況を判断するものであり.問鯵に書める倹査項目について、事誕濁に
おける労働者田健康管理を目的とするものであれば、原則として制眠されされない

・しかし、このような聞罫を日つEことをもって.ストレスチ工ツクに笛えること隠
できない

ー港第66条第1頃において、ストレスチェック回健康お断から隊くこととされたた
め、鑓lItt断の間障のゆで活に且づくストレヌチェックをそのまま実価すること隠
できない

惨害〉法第六+六聾事業者は、労働者に苅レ、厚生労働省令で定めると
ころにより、医師による健康総断(第六+円華の+第一項に規定する懐置
を障く.以下この華及び'!，R畢において同じ.)苦行わなければならない.

| 一次予防としてのストレスチェック制度 一l
メン王むい Iv~i!t績に 1<1、

1r ~哩予 ""ン9ルヘルヌ不樋の来燃防比〉
〈三次 防出ンタルヘルス不調町寧糊発見と適切な銅庖)
一 一 + 帽 、

杷湿することでメンタルヘルス不
綱を釆ff.lJ.:防止することを目的としており‘ー次予節目~~即位鮒みと位置づけられる.

〈メンタルヘルス"111百係系〉咽闘の0晴康保崎通師団咽舶
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| ストレスチヱツク制度における2つのアブローチ E 

。。

ストレヌチェッヲ制度のねらい

〈一次予町としてのストレスチェッヲ制度の世組み〉

個人へのアプローチ
ロ咽人目立トレスの仇況を添人に酒田レ‘ストレスへの気付きととち
E、必l!1こ6じてアドパイスを行いセルフケ?を匪すことによ
り、自らの取組由随圏内でストレ;(1;'軽減する
。高ストレス省に閉して面復循4・苦行いその勉果仁塁づいて就業
主の楢置I~働時間間剛抵鍾盟貧困白軽減など)在行うことにより
仕，によるストレスを嵯泌する

集団へのアプローチ
ロ個人のストレスチヱッヲ鎗泉を集団ごと仁集計することで.聞蝿
S値目白ストレスの状況とその盟国を把握 ・分析し、瑚壇のi:II種菅直
由ること巴より.醐沼町ストレスを軽減する

ゆ|i

~ ~~ 

|事業者にとっての意義 目
1 労働者がメンタルヘルス不調になることを未然巳防止できる

J 主ての泊働者にス トレスチェック在費けてもらえるようにするこ
とが璽要

4 高ストレス者がなるべく面復指導の申出を行いやすくなる環境づ

くりが重要

J 面j量指導の結果を踏まえ疋就業主の1昔置を適切に実施菅ることが

軍要

2 臨場の問題点の把爆が司能となり、略爆改醤の具体的な検討

がしやすくなる

d 人間関係が原因となっている塊合ちあり瑚』愚政嘗については工
夫が必要

3 $首働者のス トレスが軽減され、臨湯の破醤が進むことで‘労

働生産性の向上など、経営面でのプラス苅果も期待される

| 労働者にとっての意義

1 ストレスチェックを受けることで、自らの状線を知る

自らのストレスの状態(ストレスがどの程度高まっているが〉

自らのストレスの原因(仕事上どのようなことが原因になっているのひ〉

2 ストレスへの対処(セルフケア)のきっかけにする

・2トレステェッヲ由実施者。ら由要な7フドパイスが行われる.

3 高ストレスの甥合、面鏡J盲導を受けることで、就業上の}昔置

につながる

・仕事上のストレスの聾因在軽摘するためには面}量指導在畳けて医師の意
見を吉社側に届けることが盤聾

4 ストレスチェック結果が職虜ごとに分析されれば、職場i!l!醤

にち結びつく

留意すべき点と制度運用に対する期待 I 

個人情報の保護と不利益な取扱いの防止が制度の鍵

ストレスチェックはみ入閣患がない眠り事省高L個人の情咽はI~似されな
い仕組み

帽1&指導の申出や、その晶'11時Lより、不利箇丘町凶いち雫 I~

，これらが確保芭れてはじ由て坦圃吉田受陵、正直な回答申高ストレス昔白
面接申出が円漕に行打れ、メンタルヘルス不調の予防につながる

，逆に 事業者側が不正に情輔在入手しEり、不利益な限眠いを行うような
ことがあれば、労働昔怯受横しない、正直に答えない、申出在行杓ないこ
と曹を選択レ、企蝿とレても何ら刻里吾朗得することができなくなる恐れ
がある

ストレスチェッヲ制直が上手く運用されれば、労働者にとってち、事量者に
とっても、プラス刻県が槽られることが期待されるので、前向吉、積極的在
制度目活用が望まれる

2022110俗
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j去の規定により禁上とされている不利益な取鍛い

法第66豊田10

3 . . . ...1.単!l1耳、治働者が当腹申出をレEことを理由として、当践労働

吉に河し、J:!!峰疋JiJ!jLJ互レ忍韮豆主空白

渇酎

・事量書目、ストレヌチェッヲ結果のみを理由としE不利節な取磁いについて
ち、これを行つてはならない

・港第66栗田10語3項の規定に基づき、事業者は、婚働吉が蘭}童福署の

申出をしEことE理由としre.:不利益在阪鼠 L \l!'L<主臥な5~_ま正、指働
者自宅薗11指哩在受けていなし1時局CおFで主 FV::<:チェ yヲ範察のみで就

車上白措置の璽否及び内容を判断することはできないことがら・ .. 

・下肥ちNG
ア 婚幽昔が受償しないこと曹を理由とし疋不利益な取崩い

イ 覇J童福噂結県在理由としだ不利箇な回限い

イ 面銭指導結果を理由とした不利益な取仮い

1 1昌置の実施に当疋り、医師による面掻指導を行うこと:><1<1:薗債指導範曜に

基づく由要な指薗について医師の意見在麓回すること曹の活者上京められ
る手順に従わす、不利益IJ:IIlI鼠いを行うこと.

z 面健娼噂結県に墨づくI首置の実施に当たり、医師の瞳見とはその内容 ・程

度力事し〈異なる曹富師の意見在副察し.幽霊と留められる砲圏内となっ

ていないちの立は笥働者の実情が害噂されていないもの曹の活宅上事めら
れる要件を満Eさない内密の不利益草取顕いを行うこと.

3 面鐘指導の倍県在理由として、次に渇げる描置を行うこと.

.. 今角11慢すること.

M 開聞を定めて贋用される者につい主星組白亜範互主匙Jこと.

ω 皐堕監さE立豆こと.
rl' 不当な勘徴・目的苦もってなされたと判断されるような 1・「唖又盛岡田 世

朝日~里豆じゑこと.
耐 のf也の坦働型的活I!Jの棚網係i闘 に 準!ll訟量墜を摘じること.

ア 強働者が受償しないこと等を理由とした不利益な取仮い

1 ストレスチ工ツクを受けない労働者に対して、不利益な取仮

いを行うこと

・例えば、就量規則においてストレスチエッヲの受領E擁務1百円、壷陣レ皐
い埠働盲に対して惣戒処分在行うこと

遂で隠!/3・替に安積を・萄憎lヲていない

畳 ストレスチェック結果を更建責j;皐縫亘るζ立ιE竜レをl!.l

4担砲意c廻ム4ζ系却益E思瓜ω互伝ーζ立。
':3 高スト レ ス者である柁買災 望書の阜出を5担長位澄盤貴ιzk
して不定j益!J:1IlI股~\Efi三乙と

ストレスチ工ツク制度に関する健康情報保護
第百五条〈健康lt麟等に聞，る梅宮町傑筒〉

-第六+五条町二箪頂且U第六+六条第嘆から嬉四項まで由蝿定による健康障甑‘
第円+円条町ハ第 項由規定による面!鹿沼咽.1Il1ミ+アミ条の+第一項目揖定による後
責豆目同条第三項の組定による面媛抱事由実施のg婦に提，しE奮は、その実IJI!に聞
して回り得Io'J'J働者白梅宮を漏らして協ならない.

第百+九条 F / •• 2hF 
.'tRの苗曹のいすれかに臨当する百倍、 わ月 l'J下町鰐安5Z1.t.n 百円以下伯郡古に処，
る ~ーーー-ー~一一一一一一?苧

ll!+四曙ー 、 "百五~叉砿挽百八乗のニ怒阻頃の綱定に温度した三者

燭針

・ストレスチエックストレスチ工ツヲ刷置に聞1fる'J'J働盲目健康情帽の保護が適回に行
われることが樋めて盟聾であり、富雄栴押叉トレヌ乎T''J明崎「聞苛る併働省出掛
W務末T下rλ三Eずるよ弓7:J:，""押唖2玉且昆呈ID.1.



ストレスチェック制度の手順

芸高高生給量~~づくストレスチェック制度実侮マニユ刊
書官官zmE11………1....-11/1…

ストレスチェック制座間関 G込A

切 ι皿

o 

衛生委員会等における調査審議

衛生委員会等における調査審議の意義

-ストレスチェック制度を円，骨に実施するためには、事業者、労
働者及び産業保健スタッフ等の関係者が、制度の趣旨を正しく
理解レだ上で、本指針に定める内容を踏まえ、互いに協力 ・連
嬉しつつ、事業揚の実態に即した取組を行っていくことが重要
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ストレスチェック制度の手順
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6 事業者は想見を御寮U 必要に応じて通切ほ錨置を講じる

3 集団ごとの集計 ・分析

1 事業者I~実施蓄に ストレスチ工ック絶栗を一定規模の集団ごとに集計 ・分析さ也
る.

2 夢鎗奮は 集団ごとの集計 ー分析の銘累を御寮し必要に応じて.適切な崎温を詣
じる.

P以二Aサイクルを回す

・メシタ Lヘレス指針に基づいて

IE臼二A立正2J叫取締方針の決定 → 計画のモ盛一→ 4 註
i画こ基づく忌組の実百一ご百組結果の評碕友商価績豆E
基:1<盈蓋

-ストレスチェック制度が、メンタルヘルス不調の未然

防止だけでなく、従業員のス トレス状況の改善及び働

きやすい職場の実現を通じて生産性の向上にもつなが

るものであることに留意し、事業経営の環として、

積極的に制度の活用を



衛生委員会等における調査審議 2 

衛生委員会等において調査審議すべき事項

-規則第22条において、衛生委員会等の付議事項として「労働

者の精神的健康の保賂泡進を図るための対策の樹立に関するこ

と」が規定されている

-ストレスチ工ツク制度に闘し、次スライドの事項を含める

-事業者は、当該調査審議の結果を踏まえ、法令に則コた上で、

当骸事業揚におけるス トレスチ工ツク制度の実施に関する規程

を定め、これをあらかじめ労働者に河レて周知する

メンタルヘルス指針より

竺 11竺竺!手付のmt'(

0.0 10.0 初 o 30.0 ・00 500 凶 o 70.0 

労働者のストレスの紋況などについて聞査様を用

いて調査{ストレスチェック}

メンタルヘルス対簸に関する.1健所内での細概体制の..
健婦lI!.'畢・セー4 を活用したメμタル，、ルスヶ

アの実臓

都道府県lI!.保健制民進センターを活用したメンタ

ルヘルスケアの察組‘ ・・

ー
鑑穫舗闘を活用したメンタルヘルスケアの実範

他の外脅6・闘を活用したJI:"'，，，ヘルスケアの実

施

その他

_H19・H24・H25・H27 H28・H29・H30・R02
労働安全衛生綱査

衛生委員会等で調査審議すべき事項

1 ストレスチェック制度の自的に係る恩盟主主L
Z ストレスチエッヲ制度の実施体制

3 ストレスチヱツク制度の実施方法

4 ストレスチェック結果に基づく集団ごとの盟と盆盟主主E
5 ;>.トレスチヱツヲ由受倹の有無白宣望企堅盤幻

6 ストレヌチェック範寮の記録の僅亙互主主

7 ストレスチ工ツヲ、面鐘指導及び集団ごとの集計 ・分析の結集の利用自的
及び利用方活

8. ;>.トレスチェック、面脚噂及び畢悶ごとの剣十 ・分析に聞するよ胆2閉

9 -分析に閲する情報白取
阪いに関する苦情の処庖万五

10労働者がストレスチェツ在受11ないことを選択できるこ

竹 宮働者に珂菅るモ型霊空豆竪日企堕些
〆面憧指導在コヲンラインでするなら

安全備笠興債傘噂での

メンタルヘルスケ?に縄n.... 点を解決，るた佐田
11・の僚定と実施

メンタルヘルスケ?の実務を行う組当官の週自慢

勿ー・省への扱珊m・・-情帽...隠

嘗理監8ftへの蚊，，~・ .'"繍狸似

-民所内の虚.，寝・スタッフへの.. 曙・情躯鍵個民

1111鴫焼事の"幽曲ぴ百貨曾

観鹿島噺後の偲・沼・に酎ヲるメンタルヘルスケ?の
実縄

裡里型車型堕里些F

・H19・H24・H25・H27 H28・H羽・H30・R但

I 



炉、a

湯合によってはもう一つ審議すべき事項

3ヲシラインで 面齢をするっちのであれば

オンライン面搬
機器や手続きの要件

情報通哩潤靖国以下町宝ての要件在満足すこと

医師と労働置とな盟亘ζ墨血L 同色声 しぐさ考査僻唱で吉.田憧と音

声白遺畳咽坦魁翠豆LA'l:量豆ある
2 情報セキュリティの確保

3 埠圃吉にとって利用する情輔通恒咽留の間作が容易

事円に陪

S 情輯通壇掴舗を用いE面撞聞週の実施方活について、 倫主歪賃金菩で開企
胃訴を行ったIで、事前に労剛直に周知レている

2 面撞掲揚号の内容が第三者に知られることがないような1"売を暫偏するな
ど、胃働者のフライハシーに配閣 している

情鰻通信慢iiを周い足労働安全衡，.滋易66農の8場1碩.第66.畏の8の2!1!1項、第66祭の8の
4窓1項及び第66集の10;砲3頃の規定C墨づく医師巳よる商慣指場の実施について
(早餓27写9月15日 昼発0915第5曾 -8sil<iE 令和2年官官月19日歴然1119第2曾)

Q:5s-'での蹴医業務等喝して

1 情報通曙機器を周いE労働安全衛生活第66畢0)8笥 1項、第66聾の8
の2第1項、第66霊の8の4第 11頁及び第66聾の10第3項の規定に基
づく医師による面揺指導の璽施について(平鹿27年9月15白 星発
0915第5号 一部政正有利2年11月19日基発1119窓2号]

2 情報通圃機簡を用いた産業医の臓務の 部実施に関する留軍事項害につ
いて(令利3年3月 31白星発 0331第4号)

3 情報通恒樋鵠を周いE労働安宝衛生活第17量、第18華及び第19葺の
規定仁基づく安宝歪員室等の開催について(右和2年B月27日付け星
発0827第1号〉

4 手江5ニ毛主ιト専を企μ 主三吾与語l三組問12れる担働安主衛生
;五L墨づく安主両生製育専の璽施こっして~I有利3年1 月 25 白星安安
発 0125第2害基安労発 0125第1号車安化発 0125第1号)

六t-e..1

面?童箔導は伺をすることか

労働宜主衛生活第 66条の8 第1噴由記蛾

・・・・ 面態指導(問診その他の方法1こより)Jl)\身の状，ll~Jfl躍し、」
れに応じて商館により必要な指導を行うこ をしう.以下同

じ。)

情鋸通信組隆留を悶いだ'-l働安全衛生建議66.長田8鍾t項.第66集品8の2第1項‘指
66袋町8の4第1項及び捧66集の1m魔3嘆の規定に基づく軍師による箇暗錆場由実M!i
について{ち犯2'事11月19白星第1119・2事

，医師が労働者と面獲し、 労他吉とのやりとりやその裕子(表質>-.!.ム

「'"哲， ，肯‘臣恒等)から労働者の疲 2些lR良三とμ立の状兄そ

の他の山易の状況を把握する ともこ、~煙レた情報を元に必要な
福毒事読棄王百I葺置さ関す否判断を行うもの

，面!童指導在実節する医師が必要と認める甥合には、巳盆組直lζよっ

て行う必要がある



留意事項

・事業者は、面度指導を実施する医師に対し、

・面I針盲導を受ける労働者が業務に従事レている事業湯に関する.，u量銭安

・隷務の内容及び
・作集i罵漉司書に闘する情緒飽びに

.対象場働者巴関する
・雛務の内雷、
9.l働時間警の働務白状況及び
作業環演等に闘する情緒

・を提供しなければならないこと。

明暢通信割・!!を周いた勿働安全衛生官銃66祭の8!IRH岡、第66祭の8の2鏡 1Jl.銑66条の8の
4!1¥1頃及び第66須の10113嘆の規定に麗づく医師によるilD簿l!!i・の実施について
{思統27年9月158 星発0915第5雪 -8Ial正舎利21f:11月19白星発1119M2号}

‘“ 

留意事項

-面嬢レた医師が緊急に対応すべき徴候等を把握レ疋甥合に、労働
者が面態指導を受けている事業場などの近隣医師等と連燐して刻
応したり、その事業露にいる産業保健スタッフが対応する等の緊
急時刻応体制が整備されている

闘えば死にEいと面観音Z予言い出しE蝿吉町珂厄

情憾通信相自腿を周い尼僧働安全衛笠滋揖66条の8読 1旗 第66祭の8の2!1¥1項 露66条の8の
4!1¥ 1項及び第66iOの10娩3'貨の規定に墨づく医師による面lil!!IIの実施について
1平成27年.9F.1158 .発0915:第5~ -8lIil!!正名相2年11月19白星発1119112雪}

留意事項

面箆する医師の条件1<1:以下のいすれかを満だすことが望ましい

1 面短指導を実施する医師が、苅象労働者が所属する事業爆の産
業医である蝿合

2 面獲指導在実施宮る医師が、契約(雇用契約を含む)により、少な
くとも過去1年以上の期間にわたって、対象労働者が所属する事
業燭の労働者の日常的な健康管理に関する業務を担当している
場合。

3 面復指導を実施する医師が、過去1年以内に、対象労働者自甲丹属
する事業場を巡視したことがある揚合.

4 面接指導を実施する医師が、過去T年以内に、当該労働者に指導

等をしたことがある濁合。

情緒通信側四を周い足労働g安全衛生活第66条の8第1項、第66:集の8の2偉1項 態66'条の8の
4!1¥1項及び第66動の10鴛3頃の規定に墨づく医師巴よる薗蜂信事の実施について
{平成27年9月15白星発0015第51! -8lIiZ!正令犯2f1'11 月 19日盤発1119擁2~1

実施体制 ••• 
1
I
l
l
1」

u白車事

長

'Aトレスチェッヲ制度の費施責任
.方針の決定

' ‘ー
ストレスチェッヲ l・

湾引l直担当古 l・
〔実務担当者.・， ・・

'Aトレスチェッヲ制置の実施計画の簡定
・賓館由置理署

唱

•••••••••• 
)

者
と

事
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従

施
医
・
務

実

業

事

産

施

(

実

-ストレスチェック由実圃【企画&値察白"圃〉
.面目書鎗.

・実薗.由掴示により.実薗.由縄曲〈踊轟京国
固lI1l.データ入力〉
・事鰻奮E娼包され疋淘含民主鎗泉町保管

ストレスチェック制1I;J入ガイド
https://v.州帆 m'山w.go.jplbunya加ud凹 kijunlanzeneise・12Jpdf/160331-1.pdf



機査の実施奮は

労働安全衛生施行規則
実施体制の整備(メンタルヘルス指針より〕

第五十二条の十

法第六+六条の+第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲

げる者(以下この節において「医師等」という。〉 とする。

医師

保健師

三.倹査を行うだめ!こ必要な知識についての研修であって厚生

告白働犬臣が定めるものを修了レ「こ盛益医盟主一室i阻 L血盟盤
健福柑十豆l立公認山11!!師

-実務担当者

・ストレスチzッヲ制度は事華吉田賀任において実施する
- ・当選管10. 実施に当足って、実務を鋼当~る~を楢g- 実5t!.. 制を鑓備

実麹"'
1 実飽計画の'賢建

当閣事費量・の産Jt医等の実施音叉隠~1E9ta:>外働側l1liとの遁1Il!l盛

3 実5t!1t函に昆づく実施の曹理号

，衛生管理者豆は事量圏内メンタルヘルス推進担当者(メンタルヘルス指

針に規定}在指芭菅ること由溜まレい

ーストレスチ工ツヲ結寮署の個人情報吾取り股わない

労働者の解庸等に闘して直慢の梅闘を時つ監督的地位にある盲でもOK 2償査を受ける労働者!こついて解題、昇進又は異動に闘して直

鎮の権限を待つ監督的地位にある者は、積査の実簡の事務に

従事しではならない。

..，. 

外部委託先の選定

.;>.トレスチエッヲE日面1I指.隠.I医鍵11白状況を自由から把睡している当臨海鍵111
の獲量量産司M'実施することが副ましい

-・集者俗、必l!"ご応じてストレスチエッヲ:5<1<1面積指導の宝8s:5<臥ー剖を外剖償問こ
聾庇することも司睡

.聾託先において、ストレスチェッヲ叉1<1面篠田辺を適閣に実施できる俸制且び情縄管
理tf通明に行杓れる体制が畠櫛されている1:1'讐について、窃闘に確認することが鍾ま
レい

共同実施者かそれとち

実施蓄の選定

-誰が実施者となるか

-曜託産業医はつ 実施者

-外部噛聞にストレスチェック晶玉F面健福事由実施在聾託する掴吉田チェッヲリスト欄
n、1tn.1I¥NtJ、_rrtホNIlClin/h.IWRJrounno.品dknlan7f嘗V車副官フk凶 U市町湿征四ーク....."

-外部委託先が実施者か

ストレスチェック億援についての理解
実隠俸制
ストレスチエッヲ白調査標・"価指活且び賓館市洛
ストレスチェック実館後町珂庖
面}黄信場由実施方活

面1I盾'"実施後白珂Ji;

1

Z

3

4

5

6

 

-外部!こ委託して実施する甥合 :産業医が実飽者あるいは共同実

施者でないと個人のストレスチ工ツクの結果は坦働者の同意が

なければ産業医は氾濯することができない



産業医の役割

注亙ì~， 
a匹'産省隊、政令で定める綱慣の.. 隆aごとに‘，O!，，，，，・省舎で""'0;ところにより、区腸のうらから禽鑑
医を冨怪し.その哲に網働省1nII..r.~/J}他g哩@ニ併.省令マ噌的".温を行。'"まηnほ"ら'"、

局主!l813援..，珊の摩笠智憎省令で定@る.'"凪 g慢の夢項で医伊に聞..る・門的克圃答。賓!c，"るもの

と..る、

三極極66俣の， 0・1鳴に級建，る仇棒鋼".倒的狩慮毒事... 宅""""'"縛奮の実脆鍾Uに周"013

1贋".. 健司r.".槽淘・の実施.. ひその錆興じ轟づ〈努・琶の電a震を健局..る定医師婚闘に闘，ること.

通適

当餓慮定協

連盟旦王比三主エツク即醐抱輔の実舗に酎1足習室主主主主主里旦豆盟主OYt:'lel

"い
伺らかの"'でストレスチェック及び薗?費用・の実錨~"関与すべき

倒~ぱ術''''慣swに'"''レて、医，制奥地から.. 唱を過べるFまと

.製，.の状況を自国岡から氾湿している当餓g援働の崖幾摩がストレステzック及び薗婦Jlj・'"の

実絡に直鎗従.することが"..u、

ιn 

新聞業性ストレス簡易関査察の精髄
何台唄:11肺-，閣か剖"'"町:'1111..... v より 7~I~U\l 

、.、J
V、J

.，14
1
1
l、 ‘ 羽車位ストレス聞耳調面繋広追加して

・「推奨R度セッ ト」とレて置先直の高い尺度をまとめE調査原

ー使用するR度1<1調車ごとに阪港選択1<1αく

世事田昌聞に閣する尺壇を路軍

-情緒的負担や役割耳源が測定できる

11事白調布現に閉する尺贈を追加 ・・・ 闘蝿環境要因在より広く測定できる

作幾レベル〈仕gの溜'菌、役劃明確さ、成度目備室など〉

80・レベル (1士司匝白線酬、上聞のリーダーシッブEど〉

事費趣11レベル{経営圏との恒輔閣係、人事騨町の公正さ、圃人白萄置など〉

?っ卜力L、を測定

・労働者の仕穆へのポジティフな網わり fってク ・工ンゲイジメント〉

唱J111のT 係感〈醐蝿由、ノーシャルキャピタ!v)
111沼田ハラスメントなど

jh現附託負担の程麿存l~様苛るFめの持苔の実施方法
野働安室崎生施行問削境五十二条町九

[頗度J，年以内ごとに一回

【円宮]

圃1I1~お円る当E表1.1働者の0理的な負担白原因に闘する項自
当臨鎗働者由。理的な負担Eよる由易の自膚日室伏に聞"Jる項目

三 国濁にお巾る他の1.1鶴奮による当晶君働省への玉置に閉する項目

「園業笹ストレス綱男晴奮剤Jを催提(ストレスチェック指針〉

高

間

温

一

よ

E

目
-

が

畳

置

一

位
制
盟

国
一

望

量

匙

一

樹

旦

由

一

，に
一-14

画
監

-2-

"
主
且

の
め
部
副
・
・
憂

き
尼

uud"

も

の

昭

三
M

ど

E
F
4
H

mゆ

辺

町

情
る

・
孟
開

・8

一
王

H

・と
H
1

主
到

畑
一
時
一

一
一L
一訓

凶
が
で
-
よ

刀

閣

e
g一Z
酌

湖
鰐
ペ

-

・
柑
ω

る
な
る
-
H

幡
町
主

，.め
-巳ι=

開
閉
怠
一
台

ι=

C
隠
て
一
-z-
E

J

に
じ
一る
、
-

冶
耐
と
一

'
us

行
問
自
一定
日
一

悔
し
里
殴
出
一

白
-
E
2
・
-を

Z
-

「

侶
償

E
Z
一

ゃ
を
回

一環

uzι
-

J
ク
む

一の
一
E

'
ス
舎

一8
.一一=

禽
リ
燭

一路

と
=

死
の
な

一香
川

=

也
市
蹴

ωZ
mmrd-

r
e
+
--
ZE
 

高 ス ト レ ス 奮 の選定方活

-次ιXD:sI.I孟畳間いすれかの璽件を満足宮置を高ストレス書として選定

具体的な置定墓準隊、実施曹の恵毘且UIIi笠聾員会等での調車置醐を踏まえて.
1111是置が決定する

， r由理的な負担による自身の自句症状に間菅る頃日」の騨価点叡の合計

が高い者

主 r由理的在員坦によるI~!警の自費症拭に関する晴自j の評価点裁の合計
が定以上の置であって.かつ、 「瑚蝿における当阪労働者O)I~理的立
負担白車因に関する項目」及び「悶蝿における他の婚観音による当額労

働者への豆援に関する項目Jの開価点獄の合計が晋しく高い書

-高ストレス音の選定基準在、倒えば附櫨毎に股定レてもOK
選定基準については、畠"費量n・の術生霊賓室絡で闘直書簡レE上で決定する必璽



躍を高ストレス者とするかっ

6置のめか②のいす
nかの費件 ..当.. 
る曾

aね射で"，.'"・."" 
組 K1J:8lt点で
行う".. 
尺11ごとに....
..して、
含H点を出""

"' 薗磁を行い・6
...繍定..るn.. 

個略1

気~g隣闘8射
A-77 
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C:76 
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?明22ま:増鐙怨ggzzzE沼郡2222唱え 崎 四 百
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調査票+函般で高ストレス蓄の選定

-翻直軍需に基づく叡値騨価に加えて補定的に労働盲に面股在行う

-この渇合田苗I1打志、涜第66条町10第1項の線定川こよるストレスチェックの-1)1と
して行う

実施者以外の者による面蹴も可能だが、実施者が責任在持って以下在確認

，11，.のメンタルヘルスに聞する一宣明知見を有する奮
4保健婦警d沼町施笛としての・5・帽をS...1Jつンtrラ 、臨尿息理主・σ地康・

J面殴を行う健力がある奮

面政巳璽施曹の指邑と指示の下に璽施

面陸指導対盈者由選定巳民主吾判断降、面肢を実施した曹に重ねるのでは
なく、面制崎県在踏まえて実施吾が贈糾的に判断

医師以外の吉が薗踏を行つ"'-1車合に、蘭般の申で早畠に剤師が由要な労働
者を把握しE蝿合は、ますは産量医につなぎ、面鑓指導の璽施.就業上の
箔置に閲する軍売の提王を受11られるようにすることが由聾

高 ス トレス者の選定方法例2
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| ストレスチエッ0と扇晴指導由実施に悟吾流
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面鐘対象者の確認

-実施吉田由割として、ストレスチェッヲの結果に基づき、当額笥圃曹が医師に
よる面鑑指導在彊ける出聾があるか百かを確認しなければならない

選定され疋高ストレス者在書むすべての畳植者について匡師による面接指導を
呈円る由要があるかどうか‘実施曹が確閣

安 ;ZZ話芸霊塁F-Uらかの即h ている入院帥て面倒

す ・既巳フ沼目 。叩人もいれば、就業制限中の人もいるかもしれない

てもよいが、 感指導が必聾1J'<どう丘旦ilI.
には、 伊」えば珂重苦~"E神田するなど‘

しておくことが量ましい面撞指事在実
施する珂量置とレでの聾件に肢当しなかっ疋労値目置から申出があっ疋蝿吉は、
法令.l!.事援者に面撞指導を行う努務ばない

その温含に面獲得導を実施するか百かについて1<1.・業11ごとに殴短いを定めて河臨

ストレスチ工ツク受横の働奨

量横しない埠働者に対する不利益限仮いが行われないことを確保し正上
で、軍区擢者は労働者の受横田有無(])!巴握と畳慣劃奨することが司能

実施置は、強働者の閣意在得ないで豊横の有無の情報を事揖置に箆棋司能

ストレスチェックを量検すべきことを就築規則に規定し、壷犠しなかったことを
もって惣戒処分の紺象と写ることは、受後の強要や畳後しない鰐働者に珂する不
利益取鍛いに当疋る行為であり、行って1まいけない

難語命令のような形で強要するようなことのないよう、聖枝雀』奨のやり巧につい
て1<1衛生霊員会等でよく話し合い労働者に周知しておく脚璽

・実施者"-'<1その他岬実施事務従事者が自ら畳綾田勧異をすることち司能

受検勧奨

受検勧奨
労働者

通知とその内容

事草書は、ストレスチェック結畢が宴施音がら.遅滞竜三労働査に直}童通知
章tlるよ5にしな口ればならない ー一一

邸調

・個人のストレスチェック結果

① 個人のストレスプロフィール

個人ごとのストレス白符徴や傾向を温度値、図表等で示しだもの
次の3つの項目ごとの点裁をさむことが必要

・ 仕事由ストレス要因、 ""~のストレス反応‘ 周囲のサポート

② ストレスの程度
高ストレスにE妥当するかどうかを示し足解価鑓梨

③ 箇鐘指噂の苅量吉町、否白の判定結果

通知することが望まレい{次回スライド)



通知が望ましいのは

-ストレヌチヱツク範壊の母か.次に掲げる事項の通知が望ましい

1 笥働者によるせルフケ?じ閲する問書 ・指曙

2 面11指導の苅量置に苅して、事業者への面接指導(J)申出窓口及び申出
方議

3 面}量指羽田申出窓口以外のストレスチェック結束について栂1置できる
窓口に関する情輔虚棋

。。

面媛指導の申し出に関して

労働者に知っておいてもらいだいこと

面擁指場在申出E調合{こ1<1.ストレスチェック砧理在事業者に狸桝するこ
とに同意し疋ものとみ証されること

面擁指導の結察、出要がある場合は就曜上の!昌置 (時間外労働の制限、配
置転顕在と)につながる司能性があること

-面III届場事巷申出Eことに苅レて不利話なUi阪いをする乙とは法律上禁止さ
れていること

-面陸信事に饗する費用は事業者が負担しなければならす.ラ哲働置が負担す
る由要協ないこと

-面}量娼噂の申出がしやすくなるように、事業者に申出る鯨の窓口在産量医
居どの産量保健スタッフとすることや外部機関とすることも司能

-その閣合.申出のあっE旨在事草書に伝えることをあら閉じめ労働者に伝
えておく

'h付，4
 

Jη ι
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J
 ストレスフロフィール例 . 

ストレスによって
おこる心a・の反応 活気合

ヨゆ叫反応二回垂直宵'"削"'-~*， 1 与える伽圏平 vl 
a・体調.. 隠 イライラ・

隼鑑"。 同・必も..劇俳・

御うつ・ ."'. 
不安.

2J15 
4 

ストレスの厚図と
宥えられる綱子

:;;;:来日: 山「ト小
ト
イ
ー

ストレスチ工ツクを
ICTを利用して実隠した湯合

-入力の終了と岡崎に個人白ストレスロフィールや高ストレ文書の肢当の有
用などのストレスチ工ツク笛果が表示される蝿合、畳償レ疋労働者がこの
範里在自ら出力、保幸できるようになっているが、豆はいつでち閲覧でき
るようになっていれば、理めて実施音がら労働者に結畢E通知する由要は
ない

.1eだし、賓施置は出す・高ストレスと評価された笥働者を富む宝ての受植者
の結果在確却することが由要

その上で 高ストレスと評価され疋労醐置について医師による面接指噂を
畳けさ世る必要があるがとうがを確認し、 面l善指導がM曹と認めrc.労働者
については、恨めてその旨当肢労働直に通知する幽璽がある
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面}量指導いつまでに菅るかっ

規則 第52条刊の16 面箆指導由実路市送専に"隠さnているのま

? 製自働茜Ia結果を受lヲ疋ら 遅滞なく ゆ出を
2 .. 難奮は同，1Jjがあっ疋ら遅滞なく薗獲I!ii場を
3 実施省" "出を菅るよう広卸要することができる

面鎗指導希望の申出は、書面や電子メール等で行い事銀杏降、その記録を残すよ
うにすること.

・上配 1の面慾沼導白E担出 田「遅滞なくJとは、団組1自以悶""うこ . 
上配2の画像指轡由実衡の「直鳴なくJとほ@出金 蝿担 1月以内在いうこと

これらの円笥は下院より

場働宜主衛生去の-8Cを磁正する溶俸の田行に伴う厚宝強働省聞係省令の瞳備に聞す
る省令事由回行について
(山理由証負担出程度在把握するEめの倹査等聞係〉

(平成，27f手5月18伺けll!発0501第3号〉
httns:J八Nl/W>Jmhlw.R:o.io/f幅広陪-S8回kuiouhc:羽 t寸 1:<lYYY)()-

h 巾 JkiilJnkvnkl ~n7RnP.Ì<:;p.iht l/fYX101 R1… 
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申出の勧奨

函館指唱の申出の勧奨

ストレスチエッヲの結果、高ストレス曹として選定され、面獲指導を豊け

る幽要があると実施者が認めた労働者のうち、面市葺指導の申出を行わない

労働者に苅レて

規則第52豊田16第3項目規定に基づき、ヨ信時者が‘申出白制揖務行弓亡

ι立呈孟レhl.

-実施事務従事者ちOK
閉し出ているかどうか思恋人に直陵駕留し‘包奨またr;;申し出のあった琶を
事業蓄がら情報を得て、ぞれ以外のものに包里

相談対応

高ストレス白状蝦で般置されないようにする害適切な対面苦行う観点

・事業者は、ストレスチェック結果の通知在憂け疋労働者に刻レて、相制の
窓口在瓜げ、相蹴しやすい嘩境在作る

内部でも外部鶴間でも臼〈

・事量置が産量医害と連拠レつつ、保健師、置護師若しくは精神保健福祉

士 あるいは公認b理師、臨床山理士、産業カウンセラー等のb理闘が

相制剤師在行う体制を箆備すること

-産業医などが日告常的な活動白申で当腹事業掲の産躍医専が栂較対応を行う

聞えr~ 健康器断の事後措置の中で ストレヌチエッヲ鯖擦を活用

本日紹介のマニュヲフルには この取り組み方古記蹴



ストレスチェック制度をより有効にするだめには

-メンタルヘルス苅策の一部としてのストレスチェック
制度の確立

-面媛指導を申レ出るような環鏡づくりが重要
.メンタルヘルス教育
.情報の流れの明確化

-手続きの簡紫化と秘匿化

N 
o 
|集団ごとの集計・分析と職場改・ ・

実施奮は掴人のストレスチエッヲ結果を奥田ごとに集計・分析し閥喝ごとのストレス白状

況を把鰻
集団ごとの集計・分析の鎗巣回実施事から事誕置に通閉さ礼 司匹雛笥臥蝿沼環暁d四種目疋

反田取り組みを実施

間盗標で周いる質問項目

あなたの仕事匹についてうかがいます.思もあ
て，.まるものにOを付けてください.

〈そうだ まあそうだややちがうちが
う〕

1 -g;:1!!命働か怨ηればZまらない

2非鰭にだくさんの住.をしなηればならな
も、

3筒間内に仕事が処理しきれない

4自分のペースで住移ができる

5自分で仕事の麟111.やり7吉を決めることが
できる

611U・の仕司院の巧1Iに自分自定見を辰殴でき
る

あほ疋町周りの方々についてうかがいます.
Bもあて，.まるちのこo!否問lヲてください.

臼ド常にかなり多少全くない〉

次町人Eちほどのくらい気鰹に隠ができま
すかっ
1上旬

2脂燭の同僚

あなたが困つ尼崎、'"の人疋ち隠どのくら
い頼り巳なりますかっ
4.1ニ司
511温フコ同僚
ーあな定の個人的な問題を組桜レだら 次町
人疋ち隠どのくらいきいてくれますかっ
7上弓
811渇の悶僚

ス トレスチェック結果に基づく集団ごとの集

計 ・分析
職湯環E電波善の取組の法的な位置づけ

レ
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3つの細c..'"
1 仕事由要求度

"1i1.要小こなす仕事由橿矧や賞、

緩衝的 ・内自由圏雲Eさ‘
時間的制的k責任の置さ、

ノーミ;<1!1R

2 仕事の自由度

自身の能力を主かす、決
定権、自分でペー立を決

めるなどの観量得.E!;) 
白銀置をいかぜるか

3 周囲からの宣i量 ~ 、
上司から同僚から白
人閣聞係を君臨た支援 仕事の要求度大
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集団ごとの集計 ・分析

〔横査結果の集団ごとの分析害) (努力務，f.V
第52圭の14
事草書は実施音に定規模の集団ごと広聾E十.分析させる努力義務

事措置は、分析結畏を勧寮、出要があれば、山理的な負担を軽減するよう
な適切な箔置を講する努力義務

注〉

畢固ごとの集計 ・分析を行つE場合には、その結里に基づき、配録在作成し、
これを5f1'間保容することが望ましい(ストレスチ工ツク指針〉

一定規慢の集団 臨場環境を共有レ、かつ業務内容について 定のまとま
りをちつだ剖、謀などの集団

奥田の単位は、事業者が事業埠の実慰に応じて判断

累計 ・分析結果を事草書に提似には労働者個人の悶曹は不要

聾E十・分析単位が10人を下回る揚合には、苅量労働者主ての同意が得られ
ないときは結里を提世するな
(個珂の笥団曲者が特定されるおそれのない方法で集計 ・分析を実施した渇
合はこの限りでない)

81 

仕事由ストレス判定図 . 

下の障に示すA・・・聞は、全周平均。聞と比厳し、『仕事の畳的負握Uが高〈、一方で『仕.のコ-トロール』が低〈
(国1位$初負担)また『上司の支慢』や『岡.の支復』がと釘こ''''園2・織の支温}ストレスが生じやすも吟実現
にあります.・聞がオレJジゾーンに向かう彦どストレスが高いことを示しています.

国1仕事の負担 国2職場の支橿

4 
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分析結果の活用

集団ごとの集計 ・分析結果に基づき適切な箔置を講するに当疋って

実由香耳障安田哲と連憎しEその他のスタッフから、}首置に闘する意見を
瞳き、豆は聞置を呈けることが望ましい

事業者が信置の内容を償討するに当たっては犠珂な観点から職蝿環

債を政蓄するための必要な箔置を講することが望まれる

集団ごとに集計 ・分析しE信望だけではなく、労働者からの意見時四で曙
られた情報や産業臨健スタッフによる珊埠巡視で骨られE情輔等も勘案し
て醐曙理演を評価

動務Ra態豆は蛾盟組闘の見直し害

① 産業保健スタッフ及び管理監督者が協力しながら改善

o管理監笛蓄に、労働者の劉務状況を日常的に把獲させ、個珂の労働

者に過度な長時間労働、疲労、ス トレス文は責任等が生じないよう

にする等、労働者の能力、適性及び職務内容に合わせた配慮在行わ

ぜる

職湯環境改善には

-職蹟改善のためのヒント集(メンタルヘルスアクシヨンチェッ

クリス ト〕
hけffil/knkoromhlw 20 in/manuallhint 5hokuba kai7en/ 

-新職業性ストレス簡易調査票?クションリスト 2019(ポジ
ティブ版メンタルヘルスアクションチェックリス ト (改訂版〕

h竹rP.:/Ihn~ in/tnr、.1InmhAr.l

-業種別E書館改善アクションチェックリスト開発の共通手順

httOl'>:I /WININ i引l'I.2Ai5t 20 io/a円 ic1e/i住宅154/Sunolement/5451 

1ニ31pdf 



新峨業住ストレス簡易調査察力守想定しているもの

闘い'~'I'"・-

.，帽.tt:l~I，.o:l..刷. 11.1:目、、柑.い@い帽恥輔ザル

田川創刊

-一一一・…一一回一)-1 t"'"1句~:l (.."~:1l 

怯_.
帥白川ロール 笹~..

._~ --

輔 H ・幽

"益
への

E
-

1
1
13
 

書
量
窟

Z

わゆ

N 

U事情鵠 MM'"・21 ・82~ 2015年10.1'} p4より

高ス トレス者の面接指導

通選

a匝纏爾・，..直隆鏑・を"ηる9目偏笥の所属する事.，温の"混を臼U聞から犯・しているさ当蛾g
..  の..・握その他勿.習の・'"・・・.行うのに邸聖母知"を有，る医鍋Z歩行うことが，，~
u、

その事業蝿の産業医や産業保健活聖書に従事している医師

イギリス国立医棟割価機惜 ""陥 町叫骨圃tutefaト祖J1h... 咽C町.E>昭和田

NICE には挺奨項目ガイダンスが記載

Mental wellbeing at work 
N旺-例。2121 PUtThI¥IOt. 02"'.前初"

一一一一日時一向
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どのように面復指導および事後箔置を実施するか?

ロ盤盟重重

・当該労働古から
当骸骨働者の勘務白状況

当額笥働吉田山理的な負担の
杭，5/

・当駿9百冊曹の自身の状況

-事業者から
恥労働時間や労圃宮置等白劃務

白情報

ロ盟血

砂当該労働者に苅して
国僧}盲導{ストレス珂処控術の
娼導、置づきとセルフケア}
畳』令指導

-事業者に対して
就業区臼の判定〈通常劃務、
就業制限、車体奨〉
就築上の治置に関する軍見

酬叩・1Il<:."<:l~山口澗_"':::3 "11411即時凋 t…羽一
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高ストレス者菌態マニュアル

ず (mu

ストレスチェック制度の流れ

..繍暢a・.
E璽i!NiJ!1k@1 理閉

圏直iID亘圃

面接マュアル

本マニュアルの時徴

「高ストレスJと判定されだ労働者の
，盟定Dら医師面撞の畳信也奨、
，実際の医師直接
，面If後のg後}昔置

について簡便な紹介を獄みている

・高ストレスと判定されだ坦働者に対して、
・高ストレス首位惜チェックシート(添付資料1-1) 
・体調子工ツクシート(添伺資料2)
・業務状況シート(添付資料3)

を用いて、 半婿造的に函1童J旨導を行う

・経験の少ない医師でも聞き漏れなく面短信導を行える

高ストレス者に苅する面主主指導や自主対応の勧め

-高ストレス者に対応する祖国会には以下の r4つ」があります.

1 ストレスチェック実筋書から苅象者への意向確認

2 自己対応(セルフケア〕のための資料のlJl1供

3 産業保健スタッフ(看護職、カウンセラーなど〉による相談
対応

4 申出をしだ人に苅する 就業上の配慮に閲する面}量指導
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副宴マュアJレk井)

高ストレス者への全般的(原則的〉対応

自分自阜の健康状態をより正確lこ理解し、適切な苅応を促すための玉援を

(申出在しない人にも)

1 高ストレス音性格チェックシ ト[器付 1-1] {0301を送付

2 高ストレス音性格チェツクシート判定費 [添付1-2] (0331を参菩に
白書白性倍傾向をI~揮して、 対応を限るように促す

高ストレス書面接マニュアル (P30~32l

高ス トレス者性格チ工ツクシート

面燈マ二37フル (p8.9)

高ストレス者に対する医師による面媛指導と事後指撞

4 就業上の配慮lこ関する(医師による〉面接指導

-高ストレス者住格チ工ツクシート(添付1-1 1の記入内容を確認し、
認知行劃療法の自主学習や力ウンセリングの受診を勧める。

・体調チ工ツクシート(添付21の結果を見ながら、 本人と一緒に評価行
う。

-業務状況シー ト(添旬31の結果を見ながら、スコアの平均結果に応じ
て13以上、 2以上3未満、 2未満)でコメント在述べる(0910

これら防 護学傾慢スタッフ(冒週明、立つQ~;三三など-， Lよる輔自・街場にち利悶可憐

高ストレス書面撞マニュ戸ル(溝柑2P35l 

体調チェツクシート



面}葺指導確認事項

動務の状況

"篠宮ほ、当防労働者白血務の状況且び圃燭環繍等を創案した適切程面擁指事が行わ
れるよう、あらかじ柏.面蹟僧場苦宮町絡する匡師に珂して以下町内曹を盟供〈指針)

-当臨~働者に崎哲る笥働時間

.~働密度

・盟夜製町田叡且び時間叡

・作集魁梅鑓びに作業負荷白状況

讐の蜘務白状況

.渇ilU隆司書に闘する情報
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高ストレス書面燈マニュアル(P37、38)

業務状況シー ト

市

高ストレス書面ll!マニコヲフル (P45)

面接用事前記入シー ト 他

その防活用司健

侵略"婚陶智、高ストレヌ曹の..纏指導に"n・e・....・作成マニ.:l.J'I¥，P16
httoe:J/WW'NJT判 W40io!・oontontl'αX芸拍1968.odf
畏崎a・得"による・・康.~l'SJ.tの尼めの画面鋼・11・自己チz ック環
hnoe:llwww.fukuokas.iohas，&O抱/do<um明門，，.;除。，_cr-:k201906.pdf

面鐘の進め方

マニュアル P8-
奥侮聞な 高ストレス奮との面阻の実施、先述のツ ルこ泊った対応に閉しての配線

・マニュアル P12- 具体的な面磁の流れを配織

自己岨介

アイスブレイク

本人目確認

面後理由などの脱咽個人情報の保理、会社への線8のことなど

ストレス状況の確固 〈過去、田在白状況〉

うつ状態の確固 (P41il閉〉

ストレス珂処遺 etc 

これらをセリフ捌とレても配蹴

面IIIの流れをチェッヲシート (P42.43資料似覧)でを5れなく実圃
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記録と事後箔置
面簸指導結果(意見書〉 の作成

.崎周剣働者町属ストレス留のE織指.仁相する・・8・ ."・作成マニュ""

就業よの盾置の決定と実施 指針

‘事業者が9自働者に対して面擁指導の結果に亙づく紙袋上田信慣を決定する燭吉に1;1、
あらかじめ当阻噛働古の忠男を隠さ、+討な臨し古いを通じてその笥働盲目了解1J'
得られるよう聾めるとともに 場働者に却する不利歯車取復いにコながらないよう
に歯車しな吋ればならないちのとする.

-坦働者の憲男を蹄くE当Eって国 自聾に庖じて、当厳司陣援湿の産援I!'!;の同席町
下巴行うことが適当である.

事業者隊、眠築上白悩置を実施し、>11;1当脇信置のJl1璽苦しくほ解隠をしようとず
るに当尼って隊、当隊司匹業蝿の産灘匡警と他田重量鎌僚慢スタッフと由連燐1;1もちろ
んのこと、当匝g鍵渇田健康管理部門且ぴ人.;目務管理8s門の遵燐にち+jj留意す
る必要がある.

ーまた、就業上回!首置の実施こ当たって目、符に労働者の働輯する賜置の管理監箇盲
由理解を得ることが不司欠であることから..難省略、プライバシーに11/11しつつ
当核管理監箇蓄に苅し‘就鎌上白?首置の目的且び同官事について理解が得られるよ
う必要な脱明在日うことが適当である.

ー副業上回楢哩華揖じE後.::<トレス状態田誠普が宛られた渇合に隠 当阻・業11日
産業I!'!;の憲J!!aliいE上で、通常の齢務巳贋す司書適切な指植を1・する必聾がある.

就業上の箔置の決定と実施 r . 
d 

法第66条の10
・6事業者は、前項の規定による医師の意見を翻案し、その必
要があると認めるときは、当該当自働者の実情を考慮して、就業
湯所の変更、 作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の固叡の減
少等の猶置を講ずるほか、当骸医師の意見の衛生委員会苦しく
は安全衛生委員会又は労働時間等股定改善委員会への報告その
他の適切な箔置を講じなければならない.

面J童指導の結果の記録

活第66条白10
4 ・集者は厚生~働省令で定めるところにより 前項目規定による面復箔事由緒
禦を記録しておかな吋ればならない.

省令怒52袋町18

司餌通信奮は.面?蛮猶.田伝票に基づき、当匝面鑓指ーの鑑集団記録を作成して、これを
5年間保著しなければならない.

2前i扇町記録1;1 前条各曾に縄加する圏直頃※のまか.次に縄げる夢項を配織し疋ちの
でな口ればならない.

安値毎月日

当額努働香田氏邑

三 面1&沼、場を行っE医師の氏包

(TlI. $;第66;長田10第5項の規定による匡師の憲見

※匁働者の即務の状乱笥働者白山理的な負担白状況‘その他由労働茜白山身の状況
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面1量指導
記録/報告S・意見.

面復指導の配録の作成
・実..~周臼

・当....・宙包
0'"鍋包

..降伏"
。礎的な負担の飢況

。.の奴況

・8医師の憲罵

銘巣の配録の保存
5隻手間

oll金卑墨率歪!I

面媛によるE平価

flUH.."..山岨

9・-、ZT=ョ

・疲労、不安、抑うつ等のストレスが、どの程度か、業務と鴎連
するものかどうか、業務と関連宮るものであれば、業務の過重
住や業務の山理的負但について評価

-持C、抑うつ症状については、うつ病等の司能性を評価

-健康状況については、健康診断の結果ち踏まえて評価し、総合
的!こ判断

.. ・安全衛笠窓に墨ヲ〈ストレスチェック制1!I!l'・マニコ?ル P72より

11・区分
11.上の惜置の向容

区分 内容

通微動漉 通常の勤務でよいもの

総察側隈 勤務に制限を加える必蔓のあ メンイ担ルヘルス不掴を来絡に防止するため‘
るもの 労働時間の短館、出強の制限時間外労働

の制積、労働負荷の制限作集の伝換舵

.場所の変更.潔夜震の回数の漏少又は
昼間勤務への伝検梅の措置を餓じる.

••• .四畳悦む.・申晶晶も岬 ..養喝のため、休眠又!主体鳳噂により一定
期間動務させない繍置を腸じる.

峨甥内環演がストレス要因

-職E車内環農がストレス要因となっている湯合には、対象者のス
トレスの要因となる因子について傾隠し、その原因について略
奪亘ること1J!必要 一一ー一一←
・労働者自身が解決できない職甥環演が問題となっているのであ
れば、職箆で取り組むべき課題とレて対応

・本人の了解を得て、隻璽監督者主主き鐙左目1塗亘E出廷主主おい
て問題点を話し合い、その解決に向けて対応

-本人の同意が得られない場合には、職m巡視などを通じて臨
甥環境の改善について悶言、指導

ー錆.安全衡笠滋に墨づくストレスチzック制度実路マ二，PIレ P72 より
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新しい職場に異動レた後

新しい職場に異動し疋憧に高ストレスと判定された濁合には、新しい職務
に慣れていないこと、職務の時間配分がうまくいかないことなどから時間
外労働や体日強働が増加していること、通動時聞が畏くなっ疋こと、さら
iこは、家庭町での問題が岡崎に発生レていること、などが梱候って高スト
レスとなっている燭古が男畳けられる

一定の期間、時間外労働や怖日労働E制限苦ることで高ストレス状況力閣
署することちある.

-迅速な職務上回配慮が、メンタルヘルス不調の発症ならびに畏朗
の体臓を町止することにつながる可能性

・就業上の借櫨について、面i童福唱を担当する医師が、高ストレス
置の管理監督者の理解在得るように情報を握供することが求めら
れる

婚働安全衛笠滋に置づくストレスチzック制度実鏑マニコアル P72 より

職務不適応

・悶務不適応に起因する高ストレス判定であるとf監察される場合!こ1耳、
対象者白、ら悶務の変更を求める発言の可能性

・異劃については人事上の課題であること

人事担当者との詳細な灯ち合わぜが必要

異動そのものがさら1こ現状のストレス状況を緩和しない甥合もある

これらについて説明することも必要

・本人の強い異動願望があったとレても新だな服務に+分適応できる
かどうかの判断は難しい

-できれば職務の内容について管理監督者在交えて配慮司能かどうか
をます償却し、その後職務不適応状況が継続するようであれば、異
動について犠討を

ヲ目崎安全衛生活に.. づくストレスチI~ク制虚実飽マニョアル P72 より

人間関係など

上司や同僚との人間関係やコミュニケーションの問題が発生し
ている揚合

・直属の上司との面談は本人の同意が得られない甥合が多いこと
から、本人の同意を得た上で人事担当者などの協力を得て解決
策を見出すことが求められることになる

・保健指導や力ウンセリング等が必要となる鑓合ち

指幽安全衛生活にき基づくストレスチI".:Iク亀虚実筒マこコ7ヲル P72 より

-面短評価を踏まえだ本人への問言 ・指導

・面接指導の評価は うつ病などの診断を行うのもではない→必

要に応じて受診勧奨、紹介状を

-個人情報保護と事業者への報告についての岡意

-医療機関との連機 産業保健スタッフによるフ方ロー
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その他

・高ストレス状況が繰り返されている蝿合には 過去の報告書 ・意見置も確認を

過去にち高ストレス状況があっE巧などの渇含に俗、 「今回の面鐙内包で穂笛・ 'Ii!
見書を作成，ることになりま写割、今回目岡留で陪こんな感じです拍.1E.~、倒置を
闇包l乱後で私に過去の憲男.白内容を確甜さゼてい疋だいて.ちし良ければもう
固フ方ロー7フッブ白面闘をさぜていただいて.そのよで穆笛・・憲見・吾作成するよ
うにレEいと思いますが、いかがでレょうかJと、過去の稽笛.・憲R・について確
置しましょうと符ち削7ていくのちいいこと

-高ストレス書面接の交通麹理

産幾1l!1<I 高ストレス沓面復に聞す吾、ややこしいことを自治1人で解決する脳1l!1<I
ありまゼん.tiし緩認について燈しいことを符ちか円らtlleら r分かりましe.で
1<1.上司や人事由乃と一帽に面闘しましぶう」と提察しまレょう.

プライペートな悩みを符ち出され疋ら.専門医とか力つンセリング倒閣とか、あるい
1<1自分で勉強できるサイトの情報など華紹介するようにしましょう

ちょっとこの状況で 1<1山配だなと思うことがあったら rフ ~o-pッブ白亜闘をさ也
てくださいJと符ちか吋ておきましょう

噌問，
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法令準拠型から自律的管理型へ

~産業医が知っておくべき今の状況~

広島県医師会主催令和4年度第2回産業医研修会
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(3)化学物質の危険性・有害性に関する情報の伝達の強化

6 l「(4)化学物質管理の水準が一定以上の事業場の個別規制の
適用除外

(5)ぱく露の程度が低い場合における健康診断の実施頻度の
緩和

(6)作業環境測定結果が第一管理区分の事業場に対する惜
置の強化

3、産業医の職務の変化
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1、化学物質の有害性リスクアセスメントの現状
<労働安全衛生法令における化学物質管理の体系>

的
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1、化学物質の有害性リスクアセスメントの現状
<化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針>
1 ，対象安衡法第57条第1項の政令で定める物及び通知対象物臼田昌知対象物質)

2，対象事業者対象物質を製造あるいは取扱う『すべての』事業者

3，実施内容化学物質等による危険性文は有害性等の謂査

一一一一→ 実施すべき時期
・化学物質等に係る建設物を政

義務 置し、移転し、変更し、又は解体

ー=ζ二=〉ー するとき
-化学設備等に係る訟備を新規に

l 採用し、又は変更するとき
特定された危駿 l 

l ・化学物質等である原材料を新規

ー三二二二二』ー 義務 に採用し、又は変更するとき
、 ・化学設備等に係る作業方法又

見積りに曇づ〈リスクを低減するための優先度の鐙定 | は作業手順を新規に援用し、豆
リスクを低滋するための指置向容の倹射 l は変更するとき

義務
『買と~ この僧制"省による自主制安全世君臨へ

のb舗を健返する巾働、労働者ゆ危・又n康陽書
ーーーーーー一一一、 を笠ずる6それのある化学相賓の t・a笹又は有書笹

l 舗の し の厳寒に轟づいて劣.省の危
置聞に対応したりスタ埠滋帽の実綜 /一--l ii日間間関広するため必動"が適切か

11肋義務1l:告Em訟ftLfLm'U.7JAtJ賄

化学物質等による危険性又は有書性の符定
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1、化学物質の有害性リスクアセスメントの現状
<化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針>

4，リスヲ低蹴齢組(曾)及哩里司君掛)

法令に定められた・項目費値

(肱当.~買がある場合}

④ 1 
危陣後又は有書綾田高い化学鞠賓"の

使 用 由。土でR・4廿
化学反応のプロセス等由遭転象件由変更

化掌楠貧"骨量技血主要‘
リ
ス
ク
低
援
術
置
の
優
先
.
位

ヱ学的対.'衡さ主工学的対鎌
{民壇旦置錦織遺化d~所換気護世毒事}

4 
-理的同簸

{マニュアル由艶備立入禁止循包 r:<軍事管理当事)

5 
個人用保置奥田使用

⑥ 

リスク低濠に要する'聞
が1);スク低援による労働
災奮防止効果よりも著し〈
スき〈、リスク低調度措置の
実施を求めることが著し〈

死亡‘後遺陣司F又 r~.&
，.復興衝をもたらすおそれ
のあるリスクに刻して適
切."リスク低援措置の実
経に崎聞を複する場合1<，

質主勉主処置釜底割五実

憶する必獲があります 17

2、自律的化学物質管理の概要

ラベ~U・・
60・企伺・~

" ~タ?包~，ュ，.・.

< 拠夜の化学物質続制の仕組み ，. . 化 剛 .に よる・制民体的規制をゆ心とする組制) > 

-
F
 m

e
"
 

量町、.
1
3
'
 

d

・5・6-F
"“胃膨九，.

''" ・
hn

・

i説話57?123税者£

< Jl._L.恨の化隼 術賞繊刷の低周み 《白線的聡曹現を‘軸とする繊同) > 
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2、自律的化学物質管理の概要(法令改正の概要)

【1I化学物質管理体系の見直し

閉 化学物質の自律的な管理のための実施体制の確立

3化学物質の危険性・有害性に関する情報の伝達の強化

4 化学物質管理の水準が一定以上の事業場の個別規制
の適用除外

5ぱく露の程度が低い場合における健康診断の実施頻度
の緩和

6作業環境測定結果が第三管理区分の事業場に対する
措置の強化

{弓∞ μ0'1干4
6~Ç (.] ~IF ;-

2、自律的化学物質管理の概要(法令改正の概要)

<1化学物質管理体系の見直し>
1 -1名称等の表示・通知をしなければならない化学物質の追加

・労働安全衛生法(以下『安衛法」という。)第57条~第57条の3の対象となる
化学物質として国I耳石田野閣に基づき、危険性・有害性が確認され
古全てIC物主]躍童益五ご加する。 1 1 1同~?-f， r

・令稲E尋度の安衛令改正でま、国こよるGHS分類の結果、発がん性、生殖
細胞変異原性、生殖毒性及び急性毒性のカテゴリーで区分1相当の有害 ，，、
性を有する物質(234物質)を安衛令別表第91こ追加し、規制対象とする。

心ラベル覇市 S目 安'"・農相 む
向山町一"叩

令紺)..1~陶坦.!.!I: I ..，甥蝿'
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2、自律的化学物質管理の概要(法令改正の概要)

<1化学物質管理体系の見直し>
1-2リスクアセスメント対象物質に関する事業者の義務
(1)労働者がリスヲアセスメント対象物にIt(露される濃度の低減措置

① 労働者がリスクアセスメント対象物にぱく露される程度を、以下の方法等で
最小限度にしなければなりません。l銭的使間

U発散源を密閉する訟備、局所排気装置または全体換気装置を訟置し、稼働する
m作業の方法を改善する
1V有効な呼吸用保聾具を使用する

② リスヴアセスメント対象物のうち、一定程度のぼく露に抑えることで労働者
に纏康障害乏生~るお毛れ益弘、物質として厚生労働大臣が定める物質
(漫度基準値設定物質川氏労著亦1まミ露さ有志程度を、厚生労働大臣
が定める濃度の基準(濃度基準値)以下としなければなりません。

(2) (1)に基づく措置の内容と労働者のぱく露の状況についての労働者の意見
聴取、記録作成・保存

記録は3年間保存。がん原性物質は30年間保存。

(3)リスウアセスメント対象物以外の物質にぱ〈露される濃度を最小限とする努
力義務

2、自律的化学物質管理の概要(法令改正の概要)

<1化学物質管理体系の見直し>
1・2リスクアセスメント対象物質に関する事業者の義務

(1)労働者がリスヴアセスメント対象物にぱく露される濃度の低減措置

く具体的なプロセスのフロー>

OJ"""~"噛

(1:1(&翼_1 をは.
【υスク.・Eい】

1. CREAT正‘SIMPLE
(スクリーニング}

2. It<冒淵定

1簡畠測定

4偶人11<冨刻定

3作家環境測定

-・a瞳 く 旧 タ明書

量μ

-• “、
竃臥よ

所定:M~III')
スヲアセスメJト

弓示示Z

υ""". "'， 
、
¥
 

、、
¥
 

、、
守A' 

[I'T:a_車庫i 間 ↓ r労働者が11<書される車置が l
量産基事値以下』の状瞳 ・

I ['J~恥劃'J>叩問臨出制
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1 

有害物質管理と健康障害防止の原則

環墳盟<!>;.度

時頓措調度

(咽鼠車居D

停が般入量

生体亙応 憧錨時
休書、治穣

事後;昔置

重要ポイント

憧環E輔 捜IBEI 

工学的な対策を優先し、保護具は最後の手段

2、自律的化学物質管理の概要(法令改正の概要)

<1化学物質管理体系の見直し>
1-3皮膚等障害化学物質等への直接触の防止

皮膚・眼刺激性、皮膚腐食性文は皮膚から吸収され健康障害を引き起こしう
る有害性に応じて、当該物質又は当該物質を含有する製剤(皮膚等障害化学
物質)を製造し、又は取り扱う業務に労働者を従事させる場合には、労働者に
皮膚障害等防止用保護具を使用させることとする。

①健康障害を起こすおそれのあることが明らかな物質を製造し、又は取り扱う
業務に従事する労働者

〉保護眼鏡、不浸透性の保護衣、保護手袋又は履物等適切な保護具の使用

②健康障害を起こすおそれがないことが明らかなもの以外の物質を製造し、
文は取り扱う業務に従事する労働者(①の労働者を除く)

化学防護手袋は、取扱物質により適正と使用可能時聞が異なる。
(使用可能時聞は、初期後触からの時間)
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2、自律的化学物質管理の概要(法令改正の概要)

<1化学物質管理体系の見直し>リスクアセスメント関連の
1・4衛生委員会の付議事項の追加 付議事項は?
衛!I:委員会におtずる付IUI唄に以下の事項(1-2 (1)及び 1-6 (1)関係}を追加し 化学物質町自律的

ぽ管理の実!¥!t犬完白調査書磁を行うことを服務付ける{好). 

工 労働者が化学物質にぱく健される程度を..']咽獲にするために講ず副首置に闘すること

:t 1-2 (1)岳の湿度!!翠値観定物質について、労働者がぼく備され司宣療を 1-2(1) l'の演慶益還値

以下とするために講ずる指置に閉すること

z リスクア也スメントd描穿に益づき司慎重良書が自ら遊沢して却するばく路防止j畠置の寸リーとして実施した健康

窓会笥¢晴男とその結果に重づき繍ずる摘置に関すること

ぎ 濃度蔓'"値股定物質について、労働者が湿廃軍軍値を錫えてl;t<貧したおそれがあるときに実施した健康

Z参断の結果とモの結果に!!づき!Ilずる燭置に関すること

1'
削 粧師会岬闘蜘仙労働笥肌 柑岬町晶、でも削船3仰に昼づき 上記岬R

… 関 |
保劣働省からの怠見.... の働会をA11f';11れI;;tTJ'3TJいことと守る.

'-5がん等の遅発性疾病の把握の強化
1年に複数の労働者が同種のがんに羅患したことを把獲したときは、当該がん
への羅患が業務に起因する可能性について医師の意見を聴き、医師が当該擢
患が業務に起因するものと疑われると判断した場合は、遅滞なく、当該労働者
の従事業務の内容等について、所轄都道府県労働局長に報告しなければなら
ない二ととする。

2、自律的化学物質管理の概要(法令改正の概要)

<1化学物質管理体系の見直し>

'-6リスクアセスメント結果等に係る記録の作成及び保存
リスクアセスメントの結果及び当該結果に基づき事業者が講ずる労働者の健康
障害を防止するための措置の肉容等について、記録を作成し、次のリスウアセ
スメントを行うまでの期間(次のリスヲアセスメントが3年以内に実施される場合
は3年間)保存するとともに、関係労働者に周知させなければならない。

'-7労働災害発生事業場等への労働基準監督署長による指示
主"・2令慣に・づく".繍置の翼施

主化字句貨の嘗i霊が適切こ

判断。 "111首示

36 
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2、自律的化学物質管 理の概要(法令改正の概要)

<1化学物質管理体系の見直し>特殊健診を考える必要がある

1-8リスクアセスメント対象物に関する事業者の義務(健康診断等)

(1)リスウアセスメントの結果に基づき事業者が自ら選択して講じるぱく露防止措
置の一環としての健康診断の実施・記録作成等

・リスヲアセスメントの結果に基づき事業者が自ら選択して講ずる

ぱ〈露防止措置の一環として、リスウアセスメント対象物による健康影響の確認
のため、事業者は、労働者の意見を聴き、必要があると認めるときは、医師等
(医師または歯科医師)が必要と認める項目の健康診断を行い、その結果に基
づき必要な措置を講じなけれ1;1:なりません。

・ト2(1)②の濃度基準値設定物質について、労働者が濃度基準値を超えてぼく
露したおそれがあるときは、速やかに、医師等による健康診断を実施しなけれ
ばなりません。

・よ12の健康診断を実施した場合は、その記録を作成し、 5年間(がん原性物
質に関する健康診断は30年間)保存しなければなりません。

(2)がん原性物質の作業記録の保存

リスヲアセスメント対象物のうち、労働者にがん原性物質を製造し、または取り扱
う業務を行わせる場合は、その業務の作業歴を記録しなければなりません。

また、その記録を30年間保存しなければなりません。

2、自 律 的 化 学 物 質 管理の概要(法令改正の概要)

<2化学物質の自律的管理のための実施体制の確立>

2-1化学物質管理者の選任の義務化 化学物質管理者

(1 )選任が必要な事業場 の養成が急務

リスクアセスメント対象物を製造、取扱い、または譲渡提供をする事業場(業種・
規模要件なυ
-個別の作業現場毎ではなく、事業場ごとに化学物質管理者を選任。

-一般消費者の生活の用に供される製品のみを取り扱う事業場は‘対象外.

(2)選任要件化学物質の管理に関わる業務を適切に実施できる能力を有する者
'.J"::<'?フ申ョ'哩tvtE，E43SH4zE，聴p・・剖 耳凪唱埠= 車事"合句晶縄基;， 0:... J・m

U ス開何通a'z，tq咽-以4伊eabsaa-sn，Rぽ帽噂の 4暗 骨pqh443・SS4R畠昌司幅軍F事0413型Z世S革F鼻t先~1f[.O ". 縄E

開"'院は且量畠6口才耳リ 寸 .:::l.， .I~'''' L'目。"""冨冨帽oJIIII <l ，.苫帽岨ヨ肉、 u!世!:O ;j"‘~ 化芋芭陣止""尭呈""'~ 3・暗掴
>'<T1作~ 'C -" ・

(3)職務
化字.."亀'司.. 2同居

字料 開悔.;"'1 1・..
-ラペル・SDS等由確認 "1.寧R・3亀舟唖J'1::1:有事恒

3・思
-化学拘置に関わるリスクアセスメント由実施管理 宵 c咽 .

-リスクアセスメント結果に基づく1:<露防止措置の選択.実施の管理 化寧官闘力竜骨埋また宮司直也
2・，.

の圃量4瀦.，・"聞置
-化学物置の自樟的主管理に関わる杏種記録の作成ー保存

買 化寧間同b色'也..白骨富也

-化学物置の白樺的な管理に関わる肯働者への周知、教育 ."膚 量tモ4岨JI:aコt・a 3閉包

-ラベル SDSの作成(リスクアセスメント対車物の製造事車場の場合)
-リスクアセスメント対輩鞠による労骨盟書が尭生した場合の対応
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2、自律的化学物質管理の概要(法令改正の概要)

<2化学物質の自律的管理のための実施体制の確立>
2-2保譲具着用管理音任者の選任義務化

)選任が必要な事業場
ーリスクアセスメントに基づ〈措置として労惜者に樺瞳且を世用させる事車場

(2)選任要件
・憧撞具について一定由経験及び掴践を有する者

(3)職務

有効な保護具の選択‘労働者の使用状況の管理その他保護具の管理に係る業務

2-3雇入れ時等教育の拡充
雇入れ時等の教育のうち、特定の業種においては一部教育項目の省略が認められて
いるところ、当骸省略規定を廃止し、危険性・有害性のある化学物質を製造し、又は取
り扱う全ての事業場において、化学物質の安全衛生に関する必要な教育が行われるよ
うにする。

2-4職長等に対する安全衛生教育が必要となる業種の鉱大
安衡法第60条の規定により.事業者は、新たに職務につくこととなった膿長その他の作
業中の労働者を直健指導又は監督する者に対し、安全衛生教育を行わ怠ければならな
いこととされており、その対象業種に、以下の業種を追加する。

-宣料品製造業(うま味調味料製造業且ぴ動植物油脂製造業は既に対象)

2、自律的化学物質管理の概要(法令改正の概要)

<3化学物質の危険性・有害性情報の伝達の強化>
3-4化学物質を事業場内で別容器等で保管する際の指置の強化
安衡法第57条で譲渡・提供時のラベル表示が義務付けられている危険・有害物
質(以下「ラベル表示対象物Jという。)について、譲渡・提供時以外も、以下の場
合はラベル表示・文書の交付その他の方法により、内容物の名称やその危険性・
有害性情報を伝達しなければならないこととする。

-ラベル表示対象物を、他の容器に移し替えて保管する場合・自ら製造したラベル
表示対象物を、容器に入れて保管する場合

l U .畑町間 lLP J 
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2、自律的化学物質管理の概要(法令改正の概要)
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2、自律的化学物質管理の概要(法令改正の概要)
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2、自律的化学物質管理の概要(法令改正の概要)
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2、自律的化学物質管理の概要(法令改正の概要)

<新たな化学物質管理専門職種>

緩衝尊門¥1!('l)

〈 it~掌相官腎環尊円安〉

化学物園曹理由実施状現由権a.指a・
労虫発生事業犠で監督暑の抱示により状混確館・改善田助言

.特別規則自適用除外の認定要件として事業場への配置聾

・化学帽質管理者および保岨具活用管理責任者の宿場

〈作..w鎗唱笹田重 円安〉

作業環境剥定で第3管理匡分自喝合町呼吸用匝1111使用。改箸の勘冒

(・1)含問者事以上町能力由者安全コンサルタント{化学} 作業理境測定士インストラクター寄
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2、自律的化学物質管理の概要(法令改正の概要)

<法令改正スケジュール>
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~ 3、産業医の職務の変化
1，〈産業医の職務

安衛則第1ヰ条

1tr..'司6，.4.1

‘2024，R61，4.1再戸

1Z024;R6¥.4 穂戸一-ミ4 
L2~~4 ， R6 1.4.1寛 Z

2Q24'P6 ，1.1軍内

2024'即断 z主
2024'R6.14.l種行

2<l24 R6'，4.1崎日

却"両面ト4田1竃.' 町

2024'R6'.J，1司汗

次の事項で医学に関する専門的知識を必要とするもの

-健康診断及び面復指導等の実施と結果に基づく労働者の健康を
保持するための措置、

-作業環境の維持管理、作業の管理、

・労働者の健康管理、健康教育健康相談その他保持増進、

衛生教育、

-労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止

安衛則第15条

産業医は、少なくとも毎月一回(略)作業場等を巡視し、作業方
法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の
健康障害を防止するため必要な指置を講じなければならない。
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3、産業医の職務の変化(健康診断)

1、リスクアセしてスのメン健ト康の診結断果のに実基施づ・き記事録業作者成が等自ら選択して講じるぱく露防止措
置の一環と

. ')スクアセスメントの、、労結仇e働果d丸者彊にEの基~章きづ.毘Mき、・・・ ・ー.リスクアセスメントと封き量は物.による鍾車摩曹の確留由ため、事章者iま を聴き.必要があると留める 医師又は歯科医師[以
z~lli'1t2・F 世団地項目lこつい日輔閥抗L\ その闘に基づき必要
討昔置踊ることする.

-医車師産等基に準よ値る設健定車物鯵質断にをつ実い施てす.る労こ働と者とすがるZE.度基準値を超えてl;t(露したときは、速やかに、

-断よに配つ田い健て庫はE婁3断0年を間翼)施慢し存たす場る合こはとと、す当る隊.配録壷作成し、 5年間(がん原性物質に罷る健車齢

【危慎1](自主的特殊)健康諺断の対象者をどのように決めるのかっ

温度基準値以下であれば、健康お断を行わないのか勺

【危恨Z】健康診断の項目については、尊門家により判断に大きなブレが出る可能性。

2、対策(危倶1)

-リスヴアセスメント結果か(最終的な者1;1:層〈露~I.評l化価す)ると作業記録(最終的な個人のぱ〈
露程度(量)) ら、対象を

理項想目的をに世は宣、す(取る仕り飯組いみ物が質必・要作.華]同容{に基づくりスヲレベル}・作車頻度〉自動的に健車診断

-一般健康診断に自主的特殊健康診断の要素を取り入れる。

健直庫接診的断なに情重報量担は畢、・値作車車酷管曹理の教ス育ク等')由ー置ニ暗ンがゲあだるけ.ではな〈、作業実態の把握・作業者からの

3、産業医の職 務の変化(健康診断)

2.対策(危慎2)

現状の界特殊健が康協診断の考え方に的員特IJり殊、健日康本診産断業の衛枠生組学み会とや項公目的をな検研討究す機る関
に業 団 体 力 し て 、 自 主 る。

?もi :'t， ) 
(1)一次健康診断

l業務の経歴の調査、 2作業条件の簡易な調査

3当該物質による自他党症状の既往歴の有無

4当該物質による自他党症状の有無

5樫的臓器の簡単な検査i庇犠能検査・尿検査)

(生物学的モ=$1リ弘乞をとヨするか)

6急 ぱ〈露i皮膚炎等の皮膚巧細見胞)診の醸腹部の超検音査波
〈医師が必要と認める場合〉 検査

(2)二次健康診断

7作業条件の調査、 8画像診断等の診断(がんの有無)確定のための検査

9ぱ〈露に伴う特異的な検査

SDS通知対象物質のすべてについて、科学的根拠によるに基

づ乞専F特殊健康診断項目を定めることは不可能。

>lm家のコンセンサス形成が必要。
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有害物質管理と健康障害防止の原則

2 

衛生教育
哩露府限

健康診断は最後に控えたアンカー。

残留リスクのコントロールを任されている。

3、産業医の職務の変化@言語断)

2、健康診断の役割は健康障害(生体影響)の早期発見だけか?

(1)作業管理を埋め込む

-ばく露低減設備を適切に使用しているか

-保護具の使用状況、 -有害物質の取扱い状況

(2)作業環境管理を埋め込む

-急性ばく露の有無、 -作業者としての作業環境の状況聴取

-作業条件の簡易な調査の再確認

『土 ムァ
定型化した')スクアセスメントや作業・作業環境管理の弱点を補う

残留リスクの管理ヒセイフティーネットの補強

リスクを十分に低減して(リスクアセスメントでリスクレベル 1)定期

健康診断(年|回)に最低限の自主的特殊健康診断を埋め込む。

職域がん検診の一般化
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3、産業医の職務の変化(職場必見)

く進法的視点の職場巡視〉
緑化物・有機J!'.旦担三該当Ll>設備は適切かつ〉作業環境測定は?
〉作業方法は? 〉健康診断はつ 〉健康診断結果の有所見は?

ヒつながり、職場巡視では設備や管理の状況を確認していた。

くリスク視点の職場巡視:当面は法令順守視点に追加して〉

①リスクアセスメン卜が適切に実行されているか?

②ぱく露低減策は適切か?

③民三重低減手法がどの労働者も適切に利用できている状悠か?

④lむ 露管理値以下になっているか?C予想していな事濃度ばく露
がなL、か)

⑤健康診断は・・・・・・・・?

実作業を見ながらリスクアセスメントから発生するプロセスに抜けが
ないか確認するような産業医の職場巡視が求められることになろう。

3、産業医の職務の変化(その他)

1、ρイリスクアプローチとポピュレーションアプロー壬ー
リスウ管理には、ハイリスクアプローチとポピュレーションアプローチが必要。

ポピュレーションアプローチのツールの開発が必要。

(1)効果的な教育資料(原則や理論のわかりやすい解説)

(2)E-ラーニング、 (3)保護具の適切な装着方法の動画

(4)局所排気装置の正しい使用法や管理方法の動画

(5 )有害物質の適切t~1IJl ~)扱い方の動画

2、グッドプラクティス'(Gp)め活用
現場の化学物質管理は、現場での適切な活動・行動にかかっている。

(1)独創性や先進性より、汎用性と適格性の要素(比較的容易に
まねができてポイントを外さない)が重要

(2)業種や事業所の特性・規模を類型化して、それぞれに合った
リスクマネージメントのGPを作成。

(3)GPは作成するだけでなく水平展開し改善する仕組みが必要

3、リスクコミュニケーション
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ご清聴、ありがとうございました。

Mitsui Chemicals 

ワ下lも乙"1tι寺

?えぺ告を/ gヲ~ 4キレう九

トJうり、λl叶/¥

害必'i71
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健康管理担当者と築く産業保健活動

~楽しい産業医活動のために~
“・

株式会社 OHコンシェルジュ

''i~ ~ま"1'
戸田N け在為

2手

東川麻子 /勾尚件

多-e11 "'" 0/1'. 1~;.-~~ -8象式会社OHコンシェルンユ

産業医業務の難しさの第一歩

事業場によっては、

「テキストの通りには、話が進まない・・・」

品

企業・事業場も患者さんと閉じ。

・同じ説明をしても、理解できる企業と理解

できない企業がある。

-目的を持って来院する患者さんよりも話が

通じないことも。
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ポ 事業場による産業保健活動レベル

い関心がない

い全〈何もやもない

い必要ニ迫られ‘とりあえず実施

い労基署二指摘された・項のみ実施

-何かしなければと思うが、何をしてよいかわからない

.トピックスに上がっている率をとりあえずやってみる

-とりあえずいろいろと活動しているが、思いつきで実施することが多い

・パッと見ばちゃんと活動しているように見えるが..!:l1<主芸とが強け三亡し1る場合もある

-実施課題や問題点垂直理L、優先順位をつけて計画的に実施

.J士園通，.!-.lに実施ごさきている [和占::..."i弘

-ー刷株式会社OHコンンエルジュ

産業保健活動レベル
衛生委員会に当てはめてみると・.
-関心がない

・童〈何もやらない
衛生憂員会?なんですか、それ?

-必要に迫られ.とりあえず実施
・労基暑に指摘された専項のみ実施 衛生寮員会というものが必要らしい・

-何かしなければと思うが、何をしてよL_ーャ?
・トピックスによがっている事をとりあー委員会を開催してみるが、これでいいの?

-とりあえずいろいろと活動しているちとりあえず委員会の体をなしているが・・
・パッと見はちゃんと活動しているよヲIL'::、四ー‘“・---ーー........-_.--回目--~

-実施課題や問題点在霊理L..置先順r. -'r..:-~-ー 色町』
もっと審緩事項を見直そう!意見を

.やるベきことはわかっているが、実施

-問題点を盤理し、優先順位をつけて制官品同由ゆ

・計画通りに実施できている 委員会で幅広〈活発な審S置が行われる

47 
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テキストは、業務マニュアルではなく

「症例報告」くらいの受け止めを。

-多くのテキストには

「レベル5Jや「レベル6Jの事業場での活動が
記載されている。しかも、大企業の例が多い!

• rレベル2Jや「レベル3Jでテキスト通りのこと

を実施しようとすると、うまくいかない。別次元
の活動を考える必要あり。

---橡式会全土OHコンシェルジニエ

中小企業は受け身の体制?

.お金のこと、税金のことは、よくわからない

=争「税理士さんに全部お任せ」

.就業規則や給与計算は、よくわからない

=今「社労士さんに全部お任せ」

-健康管理のことは、よくわからない

=今「産業医さんに全部お任せ?J

× 健康管理の主体は会社側にある

ーシこのギャップもうまくし、かない要因

48 



大きな事業所における健康管理体制例

体制が構築され、

その一部を産業

医が担えば健康
管理を実施できる@

人事

〆〆

産業

診療

健診

IJ¥さな享茎fiJTtこおける健康管理体制

樫fFA雰ょっ一つf衛生

管理者

4q 

‘、



ダメなところはごく一部のはず・.. 

y 担当者の理解のなさ?

・担当者のスキルが低い?

.予算の都合?

1 マンパワー不足?

.経営者の考え?

・会社全体の安全衛生の理解不足?

.うちは「いい会社」と過大評価?

行きづ、まったら・・.

ゴその会社の良いところを探そう!

-愛社精神を持とう!

-キ-パ-ソンは必ず、どこかにいる

-だからこそ、会社は成り立っている

50 



嘱託産業医が関わる中小企業の特徴

・健康管理の担当者は、他業務と兼任している
ことが多い0

・担当者や経営者により、活動レベルは様々

.マンパワー、時問、コストに制約がある(?) 

........ 
あえて「時間」や「コスト」をかけていないのか?

どのくらい時間をかけてよいのか、どのように

コストをかけてよいのか、わからないだけの

中小企業も多くある。決めつけは危険!

最大の課題は
産業医と事業場のマッチング!

でも、臨床では患者さんを選|まず、来院した人に分け隔でな
く治療。産業医も閉じ。
依頼があった企業には分け隔でなく対応できるようにしたい。

51 



産業医側も閉じ方向を向いているだろうか?

、切

=ゴ〉

例えば、衛生霊員会を実施二世心臓揚になる。

実塵盆厳豪~f昔ι置を寒塵ニ主主1..!臨場になる。
と説明できますか。

そもそも、 riG会社Jって、どんな会社?rJl(議場Jって、
どんな職場つ

私たち自身がイメージできているでしょうか。

同じ方向を向いていないのは、産業医側かもしれません。

レベル2 →レベル3 の壁

52 



産業医業務の答えは職場にある!

-よい会社

・よい職場

・ときに担当者が自分の成果を上げる

ために、何が求められるのか。

ーう・調べてみる(HP、企業E念)

・精着や明者lこ聞いみる

.従業員1に聞いてみる
¥ー

D~n~1，己_PG~1勺l.il1)i工 f下》し;tk l :;:0 '0- 相会社OHコンン山J

臨床も産業保健もやっていることは同じこと

く臨床>

体調が悪い

検査して診断

症状改善

く産業保健>

従寮員の不満
体闘不良書など

従業員を取り巻く
健康リスク解価

聡喝改善

ー、

徐式会社OH コンシエルジ~-i叉
53 



専門家としての注意点

-会社の要望に振り回されすぎない。

(要望が最終目標にたどり着くために必要なこ
となのか。)

。優先順位を間違えていないか。

(それ以前にやるべきことはないか)

-法律や倫理の点で、間違っていないか。

産業医ユーザーの声

-ー副
繰式会社OHコンンエルジュ

「こんな産業医は困る!J 

-従業員の意見を聞かず、一方的な指導

・会社側の意見を聞かず、 笹茎量1三甘すきる

.話し合いというより、怒っている印象

・対応ケースにムラがある〔亙空h抱Jがある)

.衛生委員会で座っているだけ(寝ている)

・面談や委員会で話が長すぎる

・ストレスチェックを知らない

-挨拶すらできない、声をかけると怒られる

.会社に来てくれない

.高齢で巡視の際に転びそうlこなって危ない

54 
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ユーザーから見た
「産業医」に求めるもの

.威圧感がない

・コミュニケーションの取りやすさ
・わかりやすい説明 F 写可詩1.r1抑制

e~札やすさ
e(雄務方
.柔軟性

・でも何でも「はいはい」と言わず

レベル6

易

業務の
特殊性

意見を言ってほしい

レベル2
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、‘

レベル3に到達したら
担当者や産業医の立ち位置も考えよう

「チーム安全衛生」

安全衛生担当者

産業医

従業員

それぞれどんな役割分担がよいか

ータ正解は一つではない
事業場の状況により様々なパターンあり

パターン1 産業医=監督

見PR ，筏

••• 
レ，.t' t し I~ レ Ah 

担当者
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パターン2 産業医=マネージャー

レマlL)'-午

し/てい巳~七

産業医

，F' 

F.
)一
N
8

1
4

ォ
2
R

ヨマ

f
'

可
一的
、

4.•••• --従業員

明

担当者

z与それ，

パターン3 産業医=審判

町、，zhd'
:;3Rpfp 
-;3r 

••• 
-
A
 

h
国
間

/
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. 

再~

パターン4 産業医=選手
ときにはこんな状態もあり?

産業医

うまくいかないパターン1

監督が二人

FJq

'

み
J
h

・絹

jvf

i・

r
.

町

t

l
圃
従

a

・
v

川

7
ι
・

圃

川
げ
…出

“
日

一時
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産業医

うまくいかないパターン2

監督が不在

λrん古，ムF民計，， 
J;汚J必'刃，

己予弓，'-ぞ

安主権
担当者

うまくいかないパターン2

監督が不在

六F三l~('
JUR三，
-;汚'-

3i:lf駐

Sq 

産業医



うまくいかないパターン2

監督が不在

， 
」ッパ

“

一刊
内
、1

u

h

一

1 

担当者.-
従業員

株式会社OHコンシェルジュ

うまくいかないパターン3

監督が暴走

産業医

産業医

r-¥ 

従業員

60 
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事業場による産業保健活動レベル

ト 闘心がない

ト全〈澗もやらt.;L¥ 

ト 必要ヱ迫られ.とりあえず実箆

ト 労基署こ指摘された.項のみ実施

・伺かしなければと思うが、何をしてよいb叶'>>¥1らない

.トピックスに上がっている事をとりあえずやってみる

ヲ奇 J

-とりあえずいろいろと活動しているが、思いつきで実絡することが多い

・パッと見はちゃんと活動しているように見えるが、肝心なζとが篠けている鳩舎もある

.j健鐘慢圃や問題点を聾理し.置先圃位をつけて計画的に実範

.やるべきことはわかっているが.実施l志一節にとどまる

-問題点を聾理し.置先順位をつけて計画的に実箆

.計画通りに実施できている

I 

様式会社OHコンシzルラュ-i，:i

ユーザーから見た

「産業医」に求めるもの

.威圧感がない

・コミュニケーションの取りやす

.わかりやすい説明

・相談しやすさ

・雑談力

-柔軟性

・でも何でも「はいはい」と言わず

意見を言ってほしい

61 



それぞれに求められるスキル

， 

、

-レベルに合わせて的確
な指示・(t!導

・活動を誘導するこ白も
大事 ) 込

-相談しやすさ 33 
・柔軟性 胃

-よ吐璽門的な視点で
ンヤツン

・口を出しすぎずt見守り
のスタンスも

状況を読み、必要な対応を考える

楽しい産業医活動は、カメレオンのように・

62 



活動がよりうまく進むためのコツ①

-臨床と産業保健のスタンスの違いを意識しよう

臨床は今発生している問題への評価・対応
~!舟行二 産業保健は今から未来に対してO)~制面こ選þt;
~~;~杭
よ{ゐ 未来のことなんて約束できない!

ぷ:LTふtーうそれなら、どの程度不確定なのか。
内 どのくらい先のことまでなら予測できるのか。

「-v越飽ιi主Jr塑周査毘坦jbJなどの工夫を。

活動がよりうまく進むためのコツ②

-それぞれの立場の言い分を想定しておく
4ょせi削t'lt ~1(~ 走:tJ.(!'I 'IJ-t~(~ 

まずは自分の考え・印象で

↓ 

自分が他の立場の人だったら

それで納得するか。

両者の意見を尊重した考え

だろうか。

↓ 

最終的な「産業医意見」を決める

63 
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.活動がよりうまく進むためのコツ③

-ボ三包壬~CZ感堂主魁J!~\し主あげると、レベル
アップしていかない。

気持ちの面での「ボランティア感覚」は全く問
、題ないが、予算面ではシビアになるときも必要。

特に会社側の都合で、時間と業務のバランス
があっていないときは、話し合じが重要。

・産業医側の都合で時間が取れない場合は、
他の生生巳依頼乏!

線三窓会社OHコンシヱルジユ

活動がよりうまく進むためのコツ④

-医療職にとって当たり前の業務内容も、経営
者は知らない。

・産業医の活動内容とその成果を理解してもら

つ。

. r産業保健Jr健康管理活動」は置巨星左立い

商品-e理解されづらい。会社に貢献できてい
ることは、蒔々さl列子なくアピールを。

.聞ー.
徐草案会社OHコンシェルジュ
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活動がよりうまく進むためのコツ⑤

専門的知識を利用し
た適切な「評{面」は重要
だが、単主盈E吉田直賓」
とならないこと!ちゃん
と復喜ヲヲジを提示して
いるだろうか。

レベルを1つ上げるた
めに、何をすればよい
か。無!Jj主Lli:t芋l二、
で2主コ。

MEMO 

65 

状況把握

{ヒアリング)

問題点の解価

実行性のある
改善プランの鍵示

線式会社OHコンシヱルジ，.-f.:亙

、
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おまけのページ

事業場による産業保健活動レベル

国益と
-必要に迫られ、とりあえず実施

・労基署に指摘された事項のみ実施

-何かしなければと思うが.何をしてよいかわからない

.トピッヴスによがっている事をとりあえずやってみる

-とりあえずいろいろと活動しているが、思いつきで実施することが多い

-パッと見はちゃんと活動しているように見えるが、肝心なことが被けている場合もある

優先順位をつけて計画的に実施

.やるべきことはわかっているが、実施は一部にとどまる

練式会社OHコンシェルジュ

-問題点を整理し、優先順位をつけて計画的に実施

.計画通りに実施できている

、111
1
1
J

、B
I
l
l
-
J

、1
1
1
1
1
J

、111
1
1
J

様式会社OHコンシェルジユ
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